
Ⅰ、し尿くみ取り 新料金

※5人を超える場合は、人員１人当たり200円を加算
した額(税別)※家屋にある便槽のみ定額制(人頭制)
とし、外トイレ及び納屋等にある便槽は従量制とし
ます。※同月内、2回目以降のくみ取り料金は従量
制とします。

※360Lを超える場合は、36L当たり300円を加算
した合計額を請求します。

※従量に関わらず、１基あたり4,500円(税別)とします。※大便器・小便器が接合している仮設トイレ(連
結)は2基とみなします。(便器1に対して1基とみなします)※常設の仮設トイレについては、仮設トイレ料金
を適用します。※同一敷地内6基以上の場合は、別途お問合せ下さい。(大規模建設現場・イベント会場等)

１．定額制くみ取り(人頭制) ２．従量制くみ取り

３．仮設トイレくみ取り

４．生活雑排水

※180Lごとに加算した合計額を請求します。

Ⅱ、浄化槽清掃 新料金

◎藤沢市助成金
浄化槽容量２㎥ まで 3,000 円。
２㎥ を超える場合１㎥ごとに1,000円を加算した金額。

◎清掃料金（清掃1回につき）
10㎥を超え40㎥までは、1㎥あたり 4,400 円（税別）を加算した金額。
40㎥以上は、1㎥あたり 3,600円（税別）を加算した金額。


